
平 成 3 0 年 1 0 月 1 6 日
総 合 政 策 局 安 心 生 活 政 策 課

オ リ パ ラ を 契機 と し た 共 生 社 会 の 実 現 に 向 け 、 バ リ ア フ リ ー 化 を 促 進

第 196回 国会で 成立し た 改正バ リ ア フ リ ー 法の施 行期日 を 定め る 政令及び バリ

ア フ リ ー 法施行令の一部を 改正す る 政令が、 本日、 閣議決定さ れま し た 。

１ ． 背景

改正バリ ア フ リ ー 法（ 高齢者、 障害者等の移動等の円滑化の促進に 関す る 法律

の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 30年 法 律 第 32号 ） が第 196回 国会 で 成 立し 、 本年）

５ 月25日に 公布さ れま し た 。 今般、 法の施行の日を 定める ほか、 移動等円滑化促

進地区に お け る 届出を 要す る 行為等に つ い て 定めま す 。 ま た 、 あ わせて 、 ホ テ ル

又は旅館に お け る 車椅子使用者用客室の設置基準を 改め ま す 。

２ ． 概要

高齢者、 障害者等の移動等の円滑化の促進に 関す る 法律の一部を 改正す る（ １ ）

法律の施行期日を 定める 政令

法の施行期日を 平成30年11月１ 日と し ま す 。

（ ２ ） 高齢者、 障害者等の移動等の円滑化の促進に 関す る 法律施行令の一部を 改

正す る 政令

① 床面積の合計が2000平方メ ー ト ル以上で 、 客室の総数が50以上のホ テ ル

又は旅館を 建築（ 新築、 増築、 改築） す る 場合の車椅子使用者用客室の設

置基準 に つ い て 、 １ 以上から 建築 す る 客室総数の 100分の １ 以上に 改 め ま

す 。

② 認定協定建築物の容積率の算定に 算入し な い こ と と す る 床面積は、 認定

協定建築物の延べ面積の10分の１ を 限度と し て 、 国土交通大臣が定め る も

のと し ま す 。

③ 移動 等円滑化促進地区に お け る 事前 届出の対 象と な る 「 移動等円 滑化、

の促進に 支障を 及ぼす お そ れのあ る 行為」 に つ い て 定め ま す 。

④ そ の他、 所要の改正を 行い ま す 。

３ ． 今後のス ケ ジ ュ ー ル

公布： 平成30年10月19日（ 金）

施行： 平成30年11月１ 日（ 木）

、（ ） 、 。※た だ し ２ ①関係は平成31年９ 月１ 日 ②関係は平成31年４ 月１ 日施行

＜問い 合わせ先＞

国土交通省総合政策局安心生活政策課 北村、 玉木

電話番号 03-5253-8111（ 内線26503、 25517 、 03-5253-8305（ 直通））

Ｆ Ａ Ｘ 03-5253-1552
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